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【28 老人福祉センター】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『老人福祉センター』は、無料又は低額な料金で、高齢者の各種相談や健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的に設置された施設です。 

本施設は、常設している健康器具の利用、地区住民の集会所的な利用が主となっており、設置当時の役割が十分に果たされていない現状となっています。このことにより、施設の設置意義

が薄れていると考え、機能の廃止を検討すべき施設となっています。 

「小部老人福祉センター」、「西森老人福祉センター」及び「大三島老人福祉センター」については、現在の利用状況に即した地元集会所としての利活用を検討していきます。また、「波方

老人福祉センター」については、貸館としての目的外使用の見直しにより波方保健センターの機能集約により廃止を検討すべき施設として、総合評価結果は「Ｅ」評価となっています。 

 

評価の概要 


